
 

  
 

                                  

 

 

 

 

報道機関 各位 

 

 

「災害時返却カーリース」導入について 

 

  本市では令和６年４月、一般社団法人日本カーシェアリング協会が実施する「災

害時返却カーリース」により公用車（軽トラック）を一台導入しました。 

 このカーリースは、平時は公用車として幅広い目的で利用することができ、災

害時には車を返却し被災地支援活動に利用する仕組みのカーリースとなります。 

 この度、下記のとおり本カーリース導入に関する記者会見を行うことになりま

したので、ぜひ取材・報道等でのご協力をよろしくお願いいたします。 

（別紙、一般社団法人日本カーシェアリング協会からの取材案内も合わせてご覧

ください。） 

 

記 

期 日  令和６年４月２６日（金） １１：００ ～  

   場 所  嬉野市役所 塩田庁舎 ３階 ３－２会議室 

 

 

令和６年４月１８日配信 

＜お問い合わせ＞ 

嬉野市役所 行政経営部 財政課 

担当 馬場・尾﨑（資産管理Ｇ） 

℡０９５４－６６－９１１４ 



  プレスリリース（合計 3枚）                  令和 6年 4月 18日 

報道関係者 各位 

 

出水期を前に、車の被災で困らない具体的な仕組みづくり 

嬉野市に「災害時返却カーリース」を導入していただきました 

（記者会見を開催します） 

一般社団法人日本カーシェアリング協会（宮城県石巻市 代表理事：吉澤武彦 以下、協会）が実施する災害時に被

災地で車不足が陥る問題を解決するためのカーリース、「災害時返却カーリース」を令和 6年 4月より嬉野市に導入して

いただくことになりました。 

協会は、東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県石巻市で 2011 年に設立された非営利団体で、現在全国から寄

付いただいた約車 600 台の車で全国の災害支援などの社会貢献活動を行っています。また、令和 2 年に佐賀県武雄市

に九州支部を設立し、九州で起きる災害にも対応してきました。 

この度、嬉野市に公用車として災害時返却カーリースを導入いただくことになりました。毎年のように大規模水害が発

生し、市民の車の被災に加え、公用車も被災することで、被災地の復旧、復興に支障がでています。そういった状況を解

消したいという協会の思いに共感いただき、本カーリースを導入いただく運びとなりました。 

下記の日時で嬉野市と合同で災害時返却カーリース導入に関する記者会見をさせていただきますので、取材のご協

力をお願いいたします。 

 

＜会見概要＞ 

日時：4 月 26 日（金） 11時 00分～ ※15分程度の説明＋質疑 

場所：嬉野市役所 塩田庁舎 3 階 3-2 会議室  

（住所：佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲１７６９） 

参加者：嬉野市長 村上大祐様  日本カーシェアリング協会 石渡賢大事業部長 

内容：災害時返却カーリースの内容や導入に向けた経緯や意義について説明。写真撮影。 

 

<災害時返却カーリース概要> 

平時は月額 11,000円(税込、軽自動車の価格)と安く車を使えるが、災害発生時は協会の要請に基づき 10日以内にリー

ス車両を返却するお約束付きのカーリース。災害発生時、被災地に迅速に車を集めるために 2020年より開始した。 

（詳細は別紙のチラシをご参照ください） 

 

― 問い合わせ先 ― 

一般社団法人日本カーシェアリング協会 担当 ：石渡 

本部 宮城県石巻市駅前北通り 1-5-23   

九州支部 佐賀県武雄市東川登町大字永野 6766-1  

TEL ： 0225-22-1453  FAX ： 0225-24-8601 E-mail ： info@japan-csa.org  

HP ： https://www.japan-csa.org/担当者携帯 080-9639-4570（石渡）  
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